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放水型ヘッド等ＳＰ設備評価等手数料規程

平成 ９ 年 ２ 月 ３ 日制定

［沿革］平成１０年 ４ 月２０日改正

［沿革］平成２０年 ５ 月２２日改正

放水型ヘッド等スプリンクラー設備評価等規程（以下「規程」という ）第三条第。

４項及び第九条第３項の規定に基づき、放水型ヘッド等ＳＰ設備の評価及び確認試験

の手数料を定める。

第１ 放水型ヘッド等ＳＰ設備の評価及び確認試験に係る手数料は、次表のとおりと

する。

評価等の区分 手数料

１号評価 １件につき ８００，０００円

システム動作、設計等の変更によるもの

（主要構成装置に係る機能の追加又は変更 ５００，０００円

を伴う場合を含む ） １件につき。

業務委託によるもの

主要構成装置に係る機能の追加又は変更 ３００，０００円

によるもの １件につき

書類審査によるもの １件につき ５０，０００円

２号評価 １件につき ８００，０００円

既に評価を受けたもの １件につき ５００，０００円

最初に行う確認試験 １件につき ２００，０００円

業務委託によるもの又は既に評価を受け ４０，０００円

たもの １件につき

試験番号付の確認試験 ４０，０００円

受検場所、１件につき

（備考）１ １号評価とは、規程第二条第一号に係る評価をいい、２号評価とは、規

程第二条第二号に係る評価をいう。以下同じ。

２ 業務委託とは、他の製造業者等が既に評価を受けたものと同一設計のも

のについて、評価申請の委託（主要構成装置の製造委託を含む ）をする。

ことをいう。

３ 試験番号付の確認試験とは、規程第十一条第２項の規定により付与され

た試験番号を基に申請する確認試験をいう。

、 、４ 書類審査とは 放水型ヘッド等スプリンクラー設備評価等規程細則第２

２(3)に規定する書類審査をいう。(以下同じ ）。
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第２ 手数料の取扱い

１ １号評価及び２号評価の申請には、２以上の種類の放水部及び感知部を組み合

わせて使用するものを含めることができる。

２ 確認試験の申請は、前１により評価を受けた放水型ヘッド等ＳＰ設備の構成部

分のうち、放水部及び感知部（火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の

規格を定める省令（昭和５６年自治省令第１７号）に定める感知器を使用するも

のを除く。以下同じ ）がそれぞれ１種類（固定式ヘッドにあっては、３種類以。

内）により構成する設備を１件として扱う。

３ 前１の場合の確認試験の手数料は次による。

ア 固定式ヘッドの種類が３を超える場合には、３を超えたヘッドの種類の数３

ごとに最初に行う確認試験にあっては１００，０００円、試験番号付の確認試

験にあっては４０，０００円を加えること。

イ 可動式ヘッド又は種類の異なる感知部を追加する場合には、追加するヘッド

又は感知部の数１ごとに最初に行う確認試験にあっては１００，０００円、試

験番号付の確認試験にあっては４０，０００円を加えること。

ウ 試験番号付の固定式ヘッド及び可動式ヘッド並びに感知部の最初に行う試験

にあっては、前ア及びイの規定は、適用しないものとすること。

４ 確認試験において、前２における構成部分を分けて異なる受検場所で受検する

場合には、１受検場所１回の受検ごとに最初に行う確認試験にあっては１００，

０００円、試験番号付の確認試験にあっては４０，０００円とする。ただし、構

成部分を分けて受検するとき、１受検場所における構成部分の組み合わせが前２

で定める１件となる場合には、当該受検場所における最初の確認試験にあっては

２００，０００円とする。

５ 確認試験において、構成部分の受検数量の合計が１，０００個を超える場合に

は、１，０００個を超えた当該構成部分の数１，０００個ごとに１０，０００円

を手数料に加える。

６ 書類審査を受けた主要構成装置に係る確認試験の手数料は 「最初に行う確認、

試験」のうち 「既に評価を受けたもの」によることとする。、

第３ その他

１ 新技術対応に係る評価及び確認試験の手数料は、日本消防検定協会理事長が別

途定める。

２ 上記の手数料には、消費税を含まない。

附則

この規程は、平成９年２月３日から実施する。

附則（平成１０年４月２０日改正）

この規程は、平成１０年４月２０日から実施する。

附則（平成２０年５月２２日改正）

この規程は、平成２０年５月２２日から実施する。


